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■営業にかかわる人への対策
人から人へ感染が拡大するのを防止するために必要です。
○従業員及び宿泊者の体調把握
○咳エチケット

■人が集まる場所への対策
多数の人が集まると、感染した人がいた場合、感染していない人への
感染リスクが高まります。
○人と人の間隔確保
○場所の十分な換気

■人が触れる可能性があるものへの対策
不特定多数の人が触れるものがあれば、感染した人がいた場合に感染リスクが
高まります。
○利用者の手洗い、物品の消毒



■ 従業員の体調管理

従業員の勤務前に体調把握

氏名○○○○月○日
○時
熱はないか？
検温結果 ○ ℃

咳はないか？

のどの痛みは
ないか？

就業可 自宅待機

就業中の体調変化の把握

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

☆従業員から利用者への感染防止

☆利用者への安心材料の提供



■ 施設の管理・清掃（共用エリア）

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策



■ 施設の管理・清掃（フロント）

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策



宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

■ 施設の管理・清掃（共用設備）

☆エレベータ 利用階を分ける（奇数階・偶数階）
低層階は階段利用



■ 接客

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策



■ フロント業務

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

間隔をあけてお並びください 氏名○○○○月○日
○時

■熱はありますか

■かぜの症状は
ありますか？

なし あり

なし あり

■検温結果 36 ℃



宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

■体調不良の申し出があったら
お部屋での待機をお願いしましょう。

下記の症状等に該当する場合は、発熱・帰国者・接触者相談センターへ相談を
（ご本人、または了解を得たうえで宿泊施設）

【発熱・帰国者・接触者相談センター】※電話24時間対応
○東部（鳥取市保健所内） 0857-22-5625（8：30~17：15）

0857-22-8111（17：15~翌8：30）
0857-20-3962（8：30~17：15）

○中部（倉吉保健所内） 0858-23-3135，0858-23-3136
0858-23-4803



■ フロント業務

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策



■ 食事の提供

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

換気・距離の確保と共用のものを減らす
配膳回数を減らす



宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策



ビュッフェ形式での再開に当たり、朝食利用時には、お客様にマスク着用と、ホテルでご用
意しております使い捨て手袋の着用をご依頼しております。
マスク着用がない場合は、ご利用いただけませんので、ご了承ください。
マスクはフロントにて販売いたしております(○円/1枚)。

○○○○では、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）への対策として、お客様およびス
タッフの健康と安全を考慮し、また安心してお客様にご利用いただけるよう、取り組みを
行っております。

何卒、皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

■ ビュッフェの再開に際して、あるホテルの取り組み



宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

■ 入浴

☆入浴時間帯をお客ごとに分ける。（第１グループ：18時から 第２グループ：19時半から）
☆共用設備を可能な限り撤去



宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

■ チェックアウト後の客室及び浴場清掃



宿泊施設の営業場面ごとの感染拡大予防対策

■ チェックアウト後の客室及び浴場清掃

☆自社バス等で送迎を行うときは、乗員の距離が確保できる人数に留める
☆マスクの着用をお願いする。



宿泊施設の感染拡大予防対策お知らせのために



https://www.tottori-guide.jp/pictgram/

鳥取県観光連盟作成のピクトグラム （無料ダウンロードできます）



消毒液の作り方








